
合葬墓について


～現状～
◎設計業者
第一設計監理株式会社

◎進行状況
測量・地盤調査の作業-済
地盤調査の結果-未

◎カロート
鉄筋コンクリート
ライニング処理（腐食や摩耗から守る）
シーリング処理（防水性・気密性）
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～検討事項～
◎記名板の位置
・縁に沿って並べる
・合葬墓と平行に並べる
◎記名板の種類
・表面だけ使用
・両面使用
◎カロート（お骨を入れる箱）の上部
・全て埋める
・土から数㎝程度出す
◎生前登録について
・何割還付
【参考】栗東墓地公園の使用区画　未使用・使用済みの場合の返還割合
４割返還（未使用５年以上）
６割返還（未使用５年以内）










～事務局の考え～
◎記名板
パターン１：記名板１２８名分（片面のみ使用）
合葬墓の周りに沿って８基設置可能（１０２４名分）
・メリット
片面のみになるので、参拝時に名前が見える
・デメリット
１０２４名以上の希望があれば、合葬墓の向かいにあるモニュメント側の利用が必要

パタ－ン２：記名板１２０名分（裏表使用）
合葬墓と平行に並べると３０基程度設置可能（１８００名分）
・メリット
合葬墓付近でまとめて、設置可能(モニュメント側の使用不要)
・デメリット
裏面も使用しているため、参拝場所から名前は見えない
平行にまとめて並べるため、石が密集してしまい、景観の心配がある

◎カロートについて
全て埋める
・気温や湿度、天気等による劣化が少ない
土から数㎝程度出す
・カロート部分が見えることで、お骨が納められていることを感じる
・墓石の高さが高くなる

◎生前登録
枠を確保する以上、基本的には還付をする前提ではない(合葬墓を利用する前提)
４割返還

